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よ
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サ
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サ
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１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件

本
件
事
業
は
、
上
北
郡
お
い
ら
せ
町
北
部
地
区
に
公
園
を
整
備
し
、
地
区
住
民
の
良
質
な
生

活
環
境
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る

｢

地
方
公
共
団
体
が
設

置
す
る
公
園
の
用
に
供
す
る
施
設｣

に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件

起
業
者
は
、
第
一
次
お
い
ら
せ
町
総
合
計
画
に
基
づ
き
地
域
間
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
公
園

整
備
を
行
う
こ
と
で
、
安
ら
ぎ
や
憩
い
、
交
流
を
も
た
ら
す
空
間
確
保
と
充
実
を
図
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

本
件
事
業
を
施
行
す
る
に
当
た
り
、
町
議
会
に
お
い
て
も
執
行
が
議
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
事
業
に
必
要
な
予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
起
業
者
は
、
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第

二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件

お
い
ら
せ
町
は
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
に
旧
百
石
町
、
旧
下
田
町
の
二
町
が
合
併
し
、
合

併
後
は

｢

新
町
建
設
計
画｣

及
び

｢

お
い
ら
せ
町
第
一
次
総
合
計
画｣

に
基
づ
き
、
道
路
や
下

水
道
等
、
地
域
の
生
活
環
境
を
向
上
さ
せ
る
基
盤
に
つ
い
て
重
点
的
に
整
備
を
図
っ
て
い
る
が
、

公
園
・
緑
地
の
整
備
は
、
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

申
請
地
で
あ
る
北
部
地
区

(

青
葉
地
区
・
住
吉
地
区
・
若
葉
地
区
・
緑
ヶ
丘
地
区)

は
近
年

宅
地
化
に
よ
る
人
口
の
増
加
が
著
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
区
内
に
は
一
箇
所

(

住
吉
地
区

公
園)

し
か
公
園
が
な
い
た
め
一
人
当
た
り
の
身
近
な
公
園
面
積
が
一
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

と
な
っ
て
お
り
、
二
川
目
地
区
や
本
町
地
区
な
ど
既
存
集
落
の
一
人
当
た
り
の
身
近
な
公
園
面

積
三
・
六
四
平
方
メ
ー
ト
ル
に
比
べ
、
公
園
・
緑
地
の
整
備
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
地
区
住
民
の

憩
い
の
場
や
子
供
の
遊
び
場
、
地
域
イ
ベ
ン
ト
の
場
が
不
足
し
て
お
り
、
更
に
急
激
な
宅
地
化

に
よ
り
地
区
内
に
お
け
る
緑
の
ス
ペ
ー
ス
が
減
少
し
て
い
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同

町
に
お
け
る
公
園
・
緑
地
の
整
備
は
、

｢

お
い
ら
せ
町
第
一
次
総
合
計
画｣

に
お
い
て
、
住
民

一
人
あ
た
り
の
公
園
面
積
が
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
が
、
地
域
に
よ
っ
て
住
民

一
人
あ
た
り
の
公
園
面
積
に
格
差
が
生
じ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

本
件
事
業
は
、
公
園
・
緑
地
の
整
備
が
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
北
部
地
区
に
公
園
を
整
備

す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
地
区
に
お
け
る
良
好
な
居
住
環
境
を
創
出
す
る
と
と
も
に
、
災
害
時

の
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
も
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
北
部
地
区
の
一
人
当
た
り
の
身
近
な
公
園
面
積
が
一
・
九
七
平

方
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
合
併
後
の
公
園
・
緑
地
の
地
域
間
格
差
が
緩
和
さ
れ
、
地
域
住
民
に
安

ら
ぎ
や
憩
い
、
交
流
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
当
該
地
区
の
公
共
施
設

の
拠
点
と
し
て
一
体
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る
北
公
民
館
・
北
部
出
張
所
、
北
部
児
童
セ
ン
タ
ー

の
隣
接
地
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
活
性
化
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
か
ら
、
公
共

の
利
益
は
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
る
周
辺
の
自
然
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
が

環
境
影
響
評
価
法

(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

及
び
青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例

(

平
成

十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
六
号)

に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、

環
境
へ
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
業
で
は
な
い
こ
と
。

ま
た
、
文
化
財
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

及
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ

る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律

(

平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号)

に
よ
る
文
化
財

及
び
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

起
業
者
は
、
起
業
地
を
選
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

ア

本
地
区
の
中
心
地
に
近
い
こ
と
。

イ

交
通
の
利
便
性
及
び
地
域
の
拠
点
施
設
で
あ
る
北
公
民
館
・
北
部
出
張
所
、
北
部
児
童
セ

ン
タ
ー
へ
の
移
動
が
容
易
な
こ
と
。

ウ

土
地
の
確
保
が
で
き
、
日
照
条
件
が
良
く
、
支
障
物
件
が
な
い
こ
と
。

エ

造
成
・
建
設
工
事
が
容
易
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。

を
条
件
と
し
、
同
町
青
葉
三
丁
目
地
内
に
候
補
地
を
一
案

(

以
下

｢

第
一
案｣

と
い
う
。)

、

同
町
青
葉
二
丁
目
地
内
に
候
補
地
を
一
案

(

以
下

｢

第
二
案｣

と
い
う
。)

、
同
町
青
葉
四
丁

目
に
候
補
地
を
一
案

(

以
下

｢

第
三
案｣

と
い
う
。)

選
定
し
、
本
件
事
業
の
候
補
地
を
検
討

し
て
い
る
。

こ
の
三
案
は
、
い
ず
れ
も
事
業
に
必
要
な
面
積
を
確
保
で
き
、
周
辺
道
路
も
整
備
さ
れ
て
お

り
、
日
照
、
通
風
が
よ
く
騒
音
が
な
い
な
ど
、
公
園
を
整
備
す
る
環
境
と
し
て
優
れ
て
い
る
。

こ
の
三
案
の
検
討
に
お
い
て
、
本
件
申
請
案
で
あ
る
第
一
案
は
、
現
況
は
畑
地
で
あ
り
、
支

障
物
件
と
し
て
電
柱
が
あ
る
。
敷
地
は
周
辺
道
路
と
の
高
低
差
が
あ
る
も
の
の
、
平
坦
な
土
地

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
他
の
候
補
地
に
比
べ
工
事
車
両
の
出
入
り
及
び
造
成
期
間
が
短
期
間
で
済

む
。
ま
た
、
北
公
民
館
・
北
部
出
張
所
、
北
部
児
童
セ
ン
タ
ー
に
隣
接
し
て
お
り
、
交
通
の
利

便
性
が
非
常
に
良
い
場
所
で
あ
る
。

第
二
案
は
、
現
況
は
畑
地
で
あ
り
、
支
障
物
件
と
し
て
電
柱
及
び
電
波
塔
が
あ
る
た
め
、
支

障
物
件
の
移
転
費
用
が
高
額
と
な
る
。
敷
地
は
周
辺
道
路
と
高
低
差
も
少
な
く
平
坦
な
土
地
で
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あ
る
が
、
隣
接
す
る
町
道
の
幅
員
が
狭
い
た
め
工
事
車
両
の
出
入
り
の
制
限
が
考
え
ら
れ
、
造

成
期
間
が
長
期
間
と
な
る
。
ま
た
、
隣
接
す
る
町
道
に
は
歩
道
も
な
い
た
め
、
歩
行
者
に
と
っ

て
交
通
条
件
が
悪
く
、
利
便
性
が
悪
い
場
所
で
あ
る
。

第
三
案
は
、
現
況
は
畑
地
で
あ
り
、
支
障
物
件
と
し
て
電
柱
が
あ
る
。
敷
地
は
周
辺
道
路
と

高
低
差
が
あ
り
、
表
土
処
理
及
び
伐
開
・
除
根
に
係
る
処
理
が
必
要
と
な
り
、
他
の
候
補
地
に

比
べ
て
造
成
期
間
が
長
期
間
と
な
り
、
か
つ
残
土
処
理
等
の
費
用
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
北

公
民
館
・
北
部
出
張
所
ま
で
は
三
案
中
最
も
遠
く
、
交
通
の
利
便
性
が
悪
い
場
所
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
申
請
案
で
あ
る
第
一
案
は
、
三
案
中
、
機
能
的
・
環
境
的
・
経
済
的
に
最
も

優
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し

た
結
果
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
公
園
・
緑
地
の
整
備
が
進
ん
で
い
な
い
北
部
地
区
に
お
い
て
、

地
域
住
民
に
安
ら
ぎ
や
憩
い
、
交
流
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地
区
に
良
好
な
居

住
環
境
を
創
出
す
る
と
と
も
に
、
災
害
時
の
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
役
割
を
有
す
る
こ
と
か

ら
、
将
来
の
都
市
政
策
面
に
お
い
て
も
重
要
で
、
か
つ
地
区
住
民
か
ら
の
要
望
に
沿
っ
た
も
の

で
あ
り
、
出
来
る
限
り
早
期
に
発
揮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
に
必
要
な
最
小
限
の
範
囲
で
あ
り
、

さ
ら
に
起
業
地
の
収
用
の
範
囲
は
、
一
時
的
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用
の
手

段
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

お
い
ら
せ
町
役
場
地
域
整
備
課

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
が
ん
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
健
康
福
祉
部
が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ア
イ
シ
ー
エ
ス
青
森
支
店

青
森
市
古
川
二
丁
目
二
〇
の
六

六

契
約
金
額

三
千
四
百
六
十
五
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

青 森 県 報�����	
�� �� 第3436号�� �
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

空
港
用
高
速
ス
イ
ー
パ
除
雪
車

(

フ
ロ
ン
ト
ブ
ラ
シ
式)

一
台

(

下
取
一
台)

二

調
達
方
法

交
換

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

第
一
実
業
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
一
一
の
一
九

七

契
約
金
額

五
千
五
百
七
十
五
万
五
千
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
等
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交
換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
七
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

除
雪
グ
レ
ー
ダ

(

四
・
〇
メ
ー
ト
ル
級)

二
台

(

下
取
二
台)

二

調
達
方
法

交
換

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
七
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
東
北
株
式
会
社
青
森
支
店

青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
三
七
の
三
一

七

契
約
金
額

三
千
八
百
三
十
七
万
七
千
五
百
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
等
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交
換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

青 森 県 報平成23年９月７日 水曜日 第3436号 �� �
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除
雪
ト
ラ
ッ
ク

(

七
ト
ン
級

四
×
四)

三
台

(

下
取
三
台)

二

調
達
方
法

交
換

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
七
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

青
森
日
野
自
動
車
株
式
会
社

青
森
市
大
字
石
江
字
江
渡
八
三

七

契
約
金
額

六
千
七
十
七
万
四
千
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
等
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交
換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

ロ
ー
タ
リ
除
雪
車(

除
雪
幅
二
・
六
メ
ー
ト
ル
、
二
九
四
キ
ロ
ワ
ッ
ト
級)

一
台(

下
取
一
台)

二

調
達
方
法

交
換

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
七
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｋ
Ｃ
Ｍ
Ｊ

青
森
営
業
所

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
六
一
の
三

七

契
約
金
額

三
千
九
十
七
万
五
千
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
等
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交
換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

ロ
ー
タ
リ
除
雪
車(
除
雪
幅
二
・
六
メ
ー
ト
ル
、
二
二
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
級)

一
台(

下
取
一
台)

二

調
達
方
法

青 森 県 報�����	
�� �� 第3436号�� �
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交
換

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
七
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｋ
Ｃ
Ｍ
Ｊ

青
森
営
業
所

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
六
一
の
三

七

契
約
金
額

千
六
百
七
十
四
万
七
千
五
百
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
等
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交
換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日
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目
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号
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(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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週
月
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